
公 告 

 

一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

 

  令和８年６月２２日 

 

鳥取市水道事業管理者 

                      水道局長  武 田 行 雄 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名        不用水道メーター売却 

（２）口径、型式及び数量 入札説明書のとおり 

（３）引取期限      契約金額納付日から３０日以内 

（４）引渡場所      鳥取市国安２１０番地３ 鳥取市水道局給水維持課 

                         （国安庁舎倉庫） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい

て（令和７年鳥取市水道局告示第２６号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、

その資格区分が別表に定める「医療・理化学機器類」の「計測機器」又は「払下品類」

の「古物買受」に登録されている者であること。 

（２）公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市水道局入札

参加資格者指名停止措置要綱（平成２５年４月３０日制定）第３条の規定による指名停

止措置を受けていない者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（４）公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

 

３ 入札説明書の交付 

  入札説明書（契約条項を含む。）は、鳥取市水道局公式ウェブサイト 

（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｗａｔｅｒ.ｔｏｔｔｏｒｉ.ｔｏｔｔｏｒｉ.ｊｐ）に公告の日から令和８年６月３０日まで掲載す

る。 

 

４ 入札参加の申込み 

  この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（別紙１）を令和８年６月３

０日の午後５時までに鳥取市水道局資産管理課契約係宛にファクシミリで送信又は持参し、

入札参加資格についての審査を受けなければならない。 

 



 

５ 入札方法 

この入札は、次に掲げるところにより郵便による入札により行うものとする。 

（１）宛先 〒６８０－１１３２ 鳥取市国安２１０番地３ 

鳥取市水道局資産管理課契約係行 

（２）郵送方法 「一般書留」又は「簡易書留」の方法による「配達日指定郵便」 

（３）入札書提出日（配達指定日） 令和８年７月９日 

 

６ 入札（開札）の場所及び日時 

（１）場所 鳥取市国安２１０番地３ 鳥取市水道局３階会議室 

（２）日時 令和８年７月１０日 午後１時３０分 

 

７ 無効となる入札の範囲 

この公告に示す入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及びこの公告、入札

説明書又は仕様書に記載する条件に違反した入札 

 

８ 落札者の決定方法 

  鳥取市水道局会計規程（昭和４９年鳥取市水道事業管理規程第８号）第１３７条の規定

により準用する鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）第１１条の規定に基づい

て作成された予定価格以上で、かつ最高金額をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

 

９ その他 

（１）入札保証金 免除 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）詳細は、入札説明書による。 

（５）問合せ先   鳥取市水道局資産管理課契約係 

電話：０８５７－３３－０２０９ 

ファクシミリ：０８５７－５３－７８０１ 


